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　本市では、新型コロナウイルスワ
クチンの接種券を、年齢などの区分
に応じ段階的に送付しますが、基礎
疾患を有する60歳未満の方から下記
の期間に申請があった場合は、優先
して接種券を送付します。
●�対象者＝基礎疾患を有する市内在
住の16歳から59歳までの方

※�60歳から64歳の方は、基礎疾患の
方と同時期に発送する予定ですの
で申し出不要です。

●�基礎疾患の範囲について
　以下の病気や状態の方で、通院・
入院している方
①慢性の呼吸器の病気
②慢性の心臓病（高血圧を含む）
③慢性の腎臓病
④慢性の肝臓病（肝硬変など）
⑤�インスリンや飲み薬で治療中の糖
尿病または他の病気を併発してい
る糖尿病

⑥�血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧
血を除く）

⑦�免疫の機能が低下する病気（治療
や緩和ケアを受けている悪性腫瘍
を含む）

⑧�ステロイドなど免疫の機能を低下
させる治療を受けている

⑨�免疫の異常に伴う神経疾患や神経
筋疾患

⑩�神経疾患や神経筋疾患が原因で身体
の機能が衰えた状態（呼吸障害など）
⑪染色体異常
⑫�重症心身障害（重度の肢体不自由と
重度の知的障害とが重複した状態）
⑬�睡眠時無呼吸症候群
⑭�重い精神疾患（精神疾患の治療の
ため入院している、精神障害者保
健福祉手帳を所持している、また
は自立支援医療（精神通院医療）
で「重度かつ継続」に該当する場
合）や知的障害（療養手帳を所持
している場合）

⑮�基準（ＢＭＩ30以上）を満たす肥満の方
●�申出期間＝６月１日（火）～６月
25日（金）

●�接種券送付時期＝６月下旬～７月
上旬（予定）

●�申出方法＝左記「基礎疾患の範囲」
の①～⑮のいずれかに該当し、優
先接種を希望される方は、申出期
間中にお申し出ください。

■メールでの申請
　市公式サイト内にある申請書に入
力し、下記申請先宛てにメールで申
請してください。
■電話申請
　下記申請先までお電話ください
（平日午前９時～午後４時）。
■窓口申請
　市総合保健福祉センター内、串間
市新型コロナウイルスワクチン接種
対策室へ直接お越しください（平日
午前９時～午後４時）。

　��　　�串間市新型コロナウイルス
ワクチン接種対策室�
☎72 ‐ 5
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vaccine@city.kushima.lg.jp

申・問

串間市食生活改善推進員
養成講座を開催します
　ピンクのエプロンでおなじみ、通
称「食改さん」養成講座を６年ぶり
に開催します。食育や地区活動など
について、一定時間の講習を経て、
令和４年度より本市で行われる各料
理教室やイベントなどにて、健康づ
くりや食育の普及を行います。

■講習概要
●�日時＝令和３年７月～�
令和４年１月�
（月１～２回程度　�
午前10時～正午）
●�場所＝市総合保健福祉センター２
階
●�料金＝無料
●�対象者＝串間市在住で、日中の活
動に参加できる方（男女問わず）
　�　また、養成講座終了後は、串間
市食生活改善推進員として活動で
きる方
●�定員＝10名
●�応募締切＝６月25日（金）
　��　　�医療介護課健康増進係�

☎72 ‐ 0333
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認知症ガイドブックを
活用してください

　「串間市認知症ガイドブック」は、
「認知症の人やその家族が、認知症
と疑われる症状が発生した場合に、
いつ、どこで、どのような医療や介
護サービスなどを受ければよいか理
解できるように支援の道筋を分かり
やすく示したもの」です。
　自分自身の気になることや家族か
らみた認知症の発見の目安などに、
チェック表を活用してください。
　市内の各施設に設置していますの
で、ご自由にお取りください。
●�ガイドブック設置場所
　医療機関、薬局、各支所や介護
サービス事業所、市総合保健福祉セ
ンター
　��串間市地域包括支援センター�
☎72 ‐ 0023�
串間市社会福祉協議会�
☎72 ‐ 6943
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納期限と 
口座振替日のお知らせ
　６月30日（水）は、
①�市県民税（１期）
②�介護保険料（２期）
③�保育料（６月分）
の納期限および口座振替日です。忘
れずに納めましょう。
　口座振替をご利用の場合は残高の
確認をお願いします。
　��①、②税務課☎72 ‐ 1115�
③福祉事務所こども政策係�
☎72 ‐ 1123

令和３年度教科書 
展示会の開催について
　小学校、中学校で使用している教
科書について、保護者の方や地域の
方々に知っていただくために、教科
書展示会を開催します。
　お気軽にご来場ください（ただし、
新型コロナウイルスの感染状況に
よっては、急遽変更となる場合があ
ります）。
●�日時＝６月12日（土）～６月25日
（金）午前10時～午後４時半（６月
14日（月）、６月19日（土）、６月
21日（月）は除く）
●�場所＝串間市立図書館２階
　��学校政策課☎55 ‐ 1119
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　宮崎県は、長年にわたり公民館活動の振興に貢献し、顕著な功績があっ
た者に対し「公民館連合会功労者表彰」を行っています。
　令和２年度の表彰において、都井地区在住の迫田幸四郎さんが受賞さ
れ、４月20日（火）、市役所教育長室で伝達式が行われました。
　迫田さんは長年にわたり、串間市自治会連合会副会長を平成26年か
ら通算６期、岬自治会長を平成12年から通算13期務めており、自治会
への加入促進や防災活動、ごみ問題の解決に向けた活動などを行ってい
ます。また、本市の観光資源である都井岬のPRも行っており、自治会
の充実・発展に大きく貢献されています。
　��生涯学習課生涯学習係☎55 ‐ 1161問

　��　　長年の公民館振興の活動に対して表彰表 彰

新型コロナウイルスワクチン接種に
関する基礎疾患を有する方の

優先接種について

　宮崎県教育委員会は、次代を担う
子どもたちを育成するため、学校と
連携して地域を創生する活動を行い、
その取り組みが特に優れ、他の模範
と認められる個人および団体に対し
「地域学校協働活動推進に係る県教
育長表彰」を行っています。
　令和２年度の表彰において、昭和
40年から本市の無形文化財である
「大平棒おどり」の継承活動を行う
「大平棒おどり保存会」が受賞。４月
20日（火）、市役所教育長室で伝達

式が行われ、同保存会の堀口英法会
長へ伝達されました。
　同保存会は、昭和52年に大平小学
校と連携して「大平小学校文化財愛
護少年団」を設立し、現在にわたり
夏休み期間を中心に年間を通じて指
導を行っています。また、毎年９月
に行われる同学校の運動会では、保
護者、教職員、地元消防団も参加し
て練習の成果を披露するなど、地域
と学校が一つになり地域文化を守っ
ています。

　��生涯学習課生涯学習係�
☎55 ‐ 1161

問

　��　　学校と連携した地域文化継承活動に対して表彰－大平棒おどり保存会表 彰
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